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ごあいさつ 

 

人口減少・少子高齢化の進行、働き方や価値観の多様化など、 

私たちを取り巻く社会は大きく変化しています。このような中、性 

別にかかわらず誰もが個性や能力を発揮し、互いを尊重しながら 

活躍できる社会を実現することは、持続可能なまちづくりを進め 

るうえでますます重要となっています。 

本市では、これまで３次にわたり男女共同参画行動計画を策定 

し、さまざまな取組を進めてまいりました。これにより、少しずつ 

ではありますが男女共同参画に対する意識の広がりや環境づく 

りが進んできていると感じております。 一方で、20 代女性の著 

しい減少や、出産・育児期における女性の労働力率の低下、意思決定の場における女性比率の低さ、

性別による固定的役割分担意識など、依然として解消すべき課題があることも事実です。 

このたび、第３次計画の期間終了を迎えるにあたり、引き続き男女が共に活躍できる社会を目指し、

意識改革や施策のさらなる推進に取り組むため、社会情勢の変化や国・県の動向、市民アンケート調査

の結果などを踏まえ、「第４次御前崎市男女共同参画行動計画」を策定いたしました。 

本計画では、全体目標を「挑戦と共創で、性別にかかわらず誰もが自分らしく輝く well-being な

まち御前崎」とし、総合計画の将来都市像として掲げる「安心と希望を未来へつなぐ人が自然と共生す

るまち」を実現するため、基本理念である「挑戦」と「共創」を柱に、ジェンダー平等や多様性を尊重し、

誰もが自分らしく輝き、幸福感を実感できる社会を官民一体となって目指す姿勢を明確にしました。 

計画の推進にあたっては、行政だけでなく、市民、地域、学校、企業及び各種団体などが連携・協力

し、市全体が一丸となって取り組むことが何より重要となります。市民の皆様と共に、御前崎のより良

い未来を築いていけるよう努めてまいりますので、今後とも一層のご理解とご協力をお願いいたしま

す。 

結びに、本計画の策定にあたり貴重なご意見やご提案を賜りました皆様に心から感謝申し上げま

す。 

 

2026 年(令和８年)３月 

 

御前崎市長  下村 勝  
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

本市においては、2007 年３月に「きらり輝くしあわせづくり計画」、2012 年３月に「第２次きら

り輝くしあわせづくり計画（男女共同参画行動計画）」を策定した後、2018 年３月に「第３次御前崎

市男女共同参画行動計画」を策定し、「男女が共にいきいきと個性と能力を発揮し ベストバランス

を実現するまち 御前崎」を全体目標に掲げ、計画に基づく様々な取組を進めてきました。 

それぞれの計画では一定の成果をあげてきましたが、目標に至らなかった指標もあり、また、新型

コロナウイルス感染症拡大等の影響により社会情勢が大きく変化する中で、新たな課題も浮き彫り

になりました。 

さらに、人口減少と少子高齢化の進行による労働力不足や地域コミュニティの希薄化、また、人々

の価値観や生活様式、就労形態の多様化が進み、社会が急速に変化している今日、誰もが個性と能

力を発揮し、生きがいを感じ自分らしく輝ける男女共同参画社会の実現が求められています。 

しかしながら、性別による固定的役割の意識や制度、慣行などが残っており、男女共同参画社会

実現の大きな壁となっているのが現状です。 

男女共同参画・女性活躍の推進にかかる取組を進めることは、男性も含めたすべての人の就業環

境の改善につながり、女性も男性も暮らしやすい多様な幸せ（well-being：ウェルビーイング）を実

現する社会形成に資するものです。 

そこで、本市の「第３次御前崎市男女共同参画行動計画」が 2025 年度をもって終了となるため

国・県の計画や男女共同参画市民アンケート等で明らかになった現状や課題・社会情勢の変化がも

たらした新たな課題を踏まえ、「第４次御前崎市男女共同参画行動計画」を策定します。 
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２ 計画策定の背景 

(1) 国の動向 

国は、男女共同参画社会の実現に向け、１９９９年の「男女共同参画社会基本法」の制定に始まり、 

２００３年には「社会のあらゆる分野において２０２０年までに指導的地位に女性が占める割合が、少

なくとも３０%程度になるよう期待する」という目標が掲げられ、女性の参画を拡大する施策の一つ

であるポジティブ・アクションが推進されています。さらに、２０１５年には「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が成立し、男女共同参画社会の実現に向けた取組は新

たな段階に入りました。 

一方、現状では長時間労働等を背景とした働き方に関する問題や、女性のライフスタイルや世帯

構成の変化への対応等、新たな課題に直面しています。それらの解決に向けて実効性のある取組を

行っていくために「第６次男女共同参画基本計画(以下、６次計画)」を策定されました。６次計画の中

では、以下の４つを目指すべき社会としています。 

① 男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に富んだ、活力

ある持続可能な社会 

② 男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

③ 仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家庭生活を

送ることができる社会 

④ あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、国際社会と協調する社会 

 

(2) 静岡県の動向 

静岡県では、２００１年の「静岡県男女共同参画推進条例」制定後、２００３年には「静岡県男女共同

参画基本計画」が策定され、子育てや介護の支援体制など、男女共同参画を進めるための枠組みづ

くりが進められてきました。 

２００３年策定の基本計画の改訂版として２００７年に策定された「後期実践プラン」の内容に基づ

き、経済環境の変化やこれまでの取組の成果・課題などを踏まえて、２０１１年には「第２次静岡県男

女共同参画基本計画」、２０２１年には「第３次静岡県男女共同参画基本計画」、２０２６年には「第４次

静岡県男女共同参画基本計画」が策定されました。 

「第４次静岡県男女共同参画基本計画」では、基本目標を「誰もが幸せを実感できる寛容な社会の

実現～男女共同参画の推進による県民のウェルビーイング向上～」とし、「１ 男女共同参画社会の実

現に向けた意識の改革と教育の推進」、「２ 安全・安心に暮らせる社会の実現」、「３ 職場・家庭・地

域における固定的性別役割分担からの脱却」、「４ あらゆる分野における女性の活躍推進」の４つの

方針により、 １０本の基本的施策と、関連する２７本の施策の方向が示されています。   
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(3) 御前崎市の現状 

少子高齢化が進行 

御前崎市における年齢別人口をみると、年少人口(０～１４歳)と生産年齢人口(１５～６４歳)が減

少し、特に若い女性（20～29 歳）の減少が著しく、一方で、老年人口(６５歳以上)の割合が増加し、

今後ますます少子化・高齢化が進展することが予想されます。 

 

く御前崎市の人口ピラミッド(２０２０年)> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査（2020 年） 

 

御前崎市の高齢化率は上昇の一途をたどっており、２０１９年以降は国や県を上回る水準で推移

しています。 

 

〈御前崎市の高齢化比率の推移〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国：総務省統計局資料（各年 10 月 1 日現在）、静岡県・御前崎市：高齢者福祉行政の基礎調査（各年 4 月 1 日現在） 
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解消されない女性の労働力率の M 字カーブ 

女性の労働力率は、国や県と比べて高い水準にありますが、出産適齢期で一旦労働力率が下がり、

育児が落ち着いた時期に再び上昇するという、いわゆる M 字カーブはゆるやかではあるものの依

然として解消されていません。人口減少社会を迎え、労働力人口の減少により経済の低迷が予想さ

れる中で、これまで以上に女性の活躍への期待が高まっています。また、全国的に、出産を契機に女

性が非正規雇用化する、いわゆるＬ字カーブを解消していくことも課題となっています。 

 

く労働力率(国、県、市)>  ※労働力率：１５歳以上人口に占める労働力人口の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査（2020 年） 

 

政策・方針決定過程への女性の参画割合が低い 

国、県、市では「ポジティブ・アクション(２０２０年までに指導的地位に女性が占める割合を３０%

以上にする)」を掲げていますが、御前崎市においては依然として目標値を大幅に下回っています。

今後は、あらゆる分野で一人ひとりが個性と能力を発揮できる意識づくりや環境整備が一層必要と

なります。 

 

く市政における女性の割合> 

  御前崎市 県内市町平均 

市町議会議員に占める女性の割合 0.0% 18.6% 

市町の審議会等委員に占める女性の割合 26.8% 30.0% 

市町の防災会議に占める女性の割合 6.7% 9.9% 

市町の地方公務員管理職（課長相当職以上）に占める女性の割合 25.7% 16.6% 

市町の自治会長に占める女性の割合 0.0% 2.4% 

市町の公立小学校ＰＴＡ会長に占める女性の割合 0.0% 20.3% 

市町の公立中学校ＰＴＡ会長に占める女性の割合 25.0% 24.1% 

出典：令和６年度静岡県市町女性の参画マップ 
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性別による役割固定の意識が根強く残っている 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」と考える人は時代とともに減少しておりますが、御

前崎市でも約 1 割の人が男女の役割を固定的に考えています。また、家事分担についても平等に行

いたいと考えている人が約３割いるものの、現実には平等に行っているのは１割程度となっており、

家庭内の役割固定について未だ理想と現実のギャップが生じています。 

く性別による役割固定についての意識(単一回答)> 

 

 

 

 

 

 

 

く家事分担についての希望と現実(単一回答)> 

 

 

 

 

 

 

 

出典：２０２５年度御前崎市「男女共同参画に関するアンケート」 

ワーク・ライフ・バランスについて理想と現実のギャップがある 

「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人の生活」の両立を望む人が多いものの、現実としては特に男性

において依然として「仕事」偏重となっています。 

〈ワーク・ライフ・バランスについての希望と現実(単一回答)〉 >※「その他」「わからない」「無回答」除き集計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：２０２５年度御前崎市「男女共同参画に関するアンケート」 

＜賛成派＞ 

13.5％ 

12.8％ 

14.3％ 
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第２章 計画の考え方 

 

●第４次行動計画では、第３次行動計画の内容に基づき、社会経済環境の変化やこれまでの取組の

成果・課題等を踏まえて、計画全体の見直しを図ります。 

●国及び県の男女共同参画基本計画をはじめ、制度や方針を踏まえた行動計画とします。 

●「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)に規定する「市町村推進

計画」と一体策定する行動計画とします。  

●「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV 防止法)に規定する「市町村

推進計画」と一体策定する行動計画とします。 

●「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(困難女性支援法)に規定する「市町村推進計

画」と一体策定する行動計画とします。 

●「第３次御前崎市総合計画」をはじめ、関連する市の計画と整合性を図った行動計画とします。  

●男女共同参画に関連する現状及び市民を対象としたアンケート調査を踏まえ、本市の課題と特徴

を見裾えた行動計画とします。 

 

１ 全体目標 

 

挑戦と共創で、性別にかかわらず誰もが自分らしく輝く Well-being なまち御前崎 

 

 

御前崎市が目指す「安心と希望を未来へつなぐ 人が自然と共生するまち」を実現していくため、 

ジェンダー平等や多様性を尊重し、固定観念にとらわれない新しい価値観を共有するなかで、 

誰もが性別や年齢にかかわらず、自分らしく挑戦することができ、 

身体的、精神的、社会的に満たされた幸福を感じられる Well-being な暮らしを実現し、 

家族や職場・地域の仲間と共に明るい未来を創り上げていくことができる社会を目指します。 
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２ 計画の基本方針  

第４次行動計画では、下記の３つを基本方針とし、関連する施策を計画的に推進します。 

Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍 ⇒ 「誰もが活躍できるまち」 

Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現 ⇒ 「誰もが安心できるまち」 

Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 ⇒ 「お互いが認め合うまち」 

 

3 つの基本方針よりさらに具体的な目標として９の基本的施策を設定します。 

そのうち前半の４年間は、以下の４つを重点施策として進めていきます。 

１ 男性中心型労働慣行変革と女性の活躍推進 

２ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

３ ワーク・ライフ・バランスの実現を可能にする環境の整備 

９ 人権の尊重と男女共同参画の意識を高める学習機会の充実 

 

※男女共同参画社会の実現においては女性活躍推進に一層取り組む必要があり、その基盤となる

男女共同参画の意識を市民全体で高めていくため重点施策としました。 

 

３ 計画期間 

「第３次御前崎市総合計画」との整合性を図り、 ２０２６年度から２０３３年度までの８年聞を計画

期間とします。 

なお、計画の中間年には第４次行動計画の推進状況や社会情勢の変化等を踏まえて見直しを行う

ことから、具体的な施策の方向性と具体的な取組については２０２９年度末までのものとなります。 

 

全体計画と実践計画の 2 部構成 

◎全体計画 ８年後を見据えた中長期的方向性を明示 

◎実践計画 ４年間で推進する重点テーマ、具体的な施策ごとの目標数値を設定 

＜進め方のイメージ＞ 

年度 2026 ２０２７ ２０２８ ２０２９ ２０３０ ２０３１ ２０３２ ２０３３ 

全体計画         

実践計画         

  

計画期間８年 

計画期間４年 計画期間４年 

中間見直し 
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４ 計画の位置づけ 

本計画は、「男女共同参画社会基本法」第１４条第３項に規定される市町村の基本的な計画です。 

また、「第３次御前崎市総合計画」の中で掲げている施策「ともに築く参画と共生のまちづくりの

推進」として位置付けられます。 

 

   
 

第６次男女共同 
参画基本計画 

第４次静岡県 
男女共同参画 

基本計画 

静岡県男女 
共同参画 
推進条例 

御前崎市 

第４次御前崎市男女共同参画行動計画 

事業主行動計画 健康増進計画 介護保険事業計画 

高齢者福祉計画 地域福祉計画 
子ども・子育て 
支援事業計画 

第３次御前崎市総合計画 

スクラム御前崎 

地域防災計画 

※市は、国及び県の計画を勘案して基本計画を策定(基本法第１４条) 

（主な関連計画） 

＜関連法令＞ 

男女共同参画 
社会基本法 

女性活躍推進法 DV 防止法 困難女性支援法 
LGBT 理解 

増進法 

＜国＞ ＜静岡県＞ 

静岡県配偶者等
からの暴力の防
止及び被害者の
保護・支援に関す

る基本計画 

静岡県困難な 
問題を抱える 

女性支援 
基本計画 

御前崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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第３章 計画の内容 

１ 計画の体系 
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男性中心型労働慣行変革と女性の活躍推進 
【重点】 

【女性活躍推進】 

政策・方針決定過程への女性の参画拡大  
【重点】 

【女性活躍推進】 

ワーク・ライフ・バランスの実現を可能にする 
環境の整備【重点】 

【女性活躍推進】 

男女双方の視点に立った防災活動の推進 

DV をはじめとするジェンダーに基づく 
あらゆる暴力の根絶 

【DV 防止】 

生活上様々な困難を抱える人への支援と 
多様性を尊重する地域づくり 

【困難女性支援】 

性に関する理解促進と男女に対する健康支援 

男女が共に担う子育てと介護への支援 

人権の尊重と男女共同参画の意識を高める 
学習機会の充実 【重点】 

誰
も
が
活
躍
で
き
る
ま
ち 

誰
も
が
安
心
で
き
る
ま
ち 

あらゆる分野に 

おける女性の活躍 

安全・安心な 

暮らしの実現 

男女共同参画 

社会の実現に 

向けた基盤の 

整備 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

基本的施策 基本方針 

お
互
い
が
認
め
合
う
ま
ち 
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具体的施策の方向性 

（１） 働き方の改善による多様な働き方を選択できる機会の拡充 

（２） 女性の社会的活躍や経済的自立に向けた支援 

（１） 市審議会等への女性の参画促進 

（２） 企業・各団体・地域・行政における方針決定への女性の参画促進 

（１） 職場・家庭・地域におけるワーク・ライフ・バランスの推進 

（２） 仕事と生活の両立のための制度・環境の整備 

（１） 男女双方の視点に立った防災対策の構築 

（２） 男女が共に支え合う避難所運営の推進 

（１） DV をはじめとするジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶に向けた啓発の推進と 

相談体制の整備 

（２） ハラスメントの防止対策の充実 

（１） ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)への支援 

（２） 高齢者や障がいのある人が自立して生活ができるための支援 

（３） 様々な困難を抱える人への支援 

（１） 性差とライフステージに応じた健康支援 

（２） 性や妊娠・出産等に関する理解促進と支援 

（１） 家事・育児・介護への男性の参画促進 

（２） 多様なニーズに対応した子育て支援策の充実 

（３） 多様なニーズに対応した介護予防支援策の充実 

（１） 男女の人権尊重に関する啓発及び教育の充実 

（２） 学校、家庭、職場、地域などあらゆる場における男女共同参画意識の向上 
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２ 基本目標および施策の方向性 

基本的施策１ 

男性中心型労働慣行変革と女性の活躍推進 

[現状と課題】 

地方が抱える大きな課題の一つとして、労働力人口や消費力の減少により地域経済をはじめとし

た地方の活力が衰退していることが挙げられますが、御前崎市も例外ではありません。この課題を

解決するための重要な鍵として、女性の潜在的な力が期待されており、2015 年に成立した「女性

活躍推進法」を背景に、国全体で女性の活躍推進が進められています。しかし、女性の活躍を促進す

るにあたっては、単に男性と同じように女性を働かせる社会を目指すのではなく、男女が共に生活

を基盤としながら、仕事の場でも活躍できる社会の実現が求められています。 

全国や静岡県の状況と同様に、御前崎市においても女性の労働力率は出産適齢期の 25 歳から

34 歳の間で低下し、その後 30 代後半から回復する、いわゆるＭ字カーブの傾向を示しています。

また、全国的には出産をきっかけに女性が正規雇用から非正規雇用に移行する、いわゆるＬ字カー

ブを解消することも重要な課題となっています。さらに、2025年に御前崎市が実施した「男女共同

参画に関するアンケート」では、この背景として、長時間労働や残業、育児や介護の休業制度が十分

に整備されていないこと、男女間の賃金格差、育児施設の不足、そして結婚や出産を契機に退職し

てしまう慣習などが挙げられています。 

こうしたＭ字カーブを解消し、市全体の労働力率を高めていくためには、これまでの男性中心の

労働慣行を変革し、男性を含めたすべての人が働きやすい就業環境を整えることが不可欠であり、

希望する女性が安心して働き続けられる環境づくりを進めていく必要があります。 

〈女性が働く上で障害となっていると思うこと(複数回答)〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：２０２５年度御前崎市「男女共同参画に関するアンケート」 
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[成果指標】 

項目 
現状 中間目標値 目標値 

２０２５年度 ２０２９年度 ２０３３年度 

男女の役割を固定的に考えな

い方が良いと答えた人の割合 

男性 44.5％ 

女性 50.4％ 
(2025 年度市民意識調査 

アンケート) 

男性 50％ 

女性 53％ 

男性 55％ 

女性 55％ 

職場や家庭、地域において、性

別に関わらず平等に個性と能

力を発揮する機会が確保され

ていると答えた人の割合 

男性 33.1％ 

女性 34.9％ 
(2025 年度市民意識調査 

アンケート) 

男性 40％ 

女性 40％ 

男性 45％ 

女性 45％ 

職場おいて男女平等であると

答えた人の割合 

男性 38.8％ 

女性 21.8％ 
(2025 年度男女共同参画 

市民アンケート) 

男性 40％ 

女性 30％ 

男性 45％ 

女性 40％ 

 

[具体的施策の方向性】 

（１） 働き方の改善による多様な働き方を選択できる機会の拡充 

具体的な取組 担当課 

固定的な性別役割分担意識にとらわれない多様で柔軟な働き方の実現 企画政策課 

市役所における働き方改革と女性活躍を推進する管理職の育成 総務課 

（２） 女性の社会的活躍や経済的自立に向けた支援 

具体的な取組 担当課 

女性の人材発掘と人材情報の充実と活用 企画政策課 

女性の就労を支援するための求人の紹介や職業相談の実施 商工観光課 

市役所における女性のキャリア形成のための計画的な体制の構築 総務課 
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基本的施策２ 

政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

[現状と課題】 

男女共同参画社会を実現するためには、政治・行政分野をはじめとするあらゆる分野において男

女が対等に参画し、男女それぞれの視点を取り入れていくことが必要です。しかしながら、御前崎市

においても女性の参画は十分に進んでいません。 

市役所の管理職（課長相当職以上）に占める女性の割合は 6.1％であり、また、市政における女性

が占める割合を県内市町と比較してみても、市議会議員や自治会長、公立小学校ＰＴＡ会長では

0.0%であり、依然として、いずれも県内の他の市町と比べて低い水準となっています。 

このようなことから、市が引き続き率先して女性の参画を進める取組を行い、民間の事業所、団

体等においても女性参画の推進を支援していくことが必要です。 

 

〈市政に占める女性の割合(再掲)〉 

  御前崎市 県内市町平均 

市町議会議員に占める女性の割合 0.0% 18.6% 

市町の審議会等委員に占める女性の割合（※） 26.8% 30.0% 

市町の防災会議に占める女性の割合 6.7% 9.9% 

市町の地方公務員管理職（課長相当職以上）に占める女性の割合（※） 25.7% 16.6% 

 【別掲】御前崎市役所の管理職（課長相当職以上）に占める女性の割合 

（2025 年４月現在） 
6.1％ － 

市町の自治会長に占める女性の割合 0.0% 2.4% 

市町の公立小学校ＰＴＡ会長に占める女性の割合 0.0% 20.3% 

市町の公立中学校ＰＴＡ会長に占める女性の割合 25.0% 24.1% 

出典：令和６年度静岡県市町女性の参画マップ（２０２４年７月１日（※印は４月１日）現在）   
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[成果指標】 

項目 
現状 中間目標値 目標値 

２０２５年度 ２０２９年度 ２０３３年度 

市の審議会等における女性委

員の割合 

（地方自治法第２０２の３に基づく

審議会等） 

25.1％ ３０％ ３５％ 

市役所における女性管理職の

割合 

(一般行政職課長級以上) 

6.1％ １０％ １４％ 

 

[具体的施策の方向性】 

（１） 市審議会等への女性の参画促進 

具体的な取組 担当課 

審議会・委員会への女性登用促進 全課 

女性の人材発掘と人材情報の充実と活用(再掲) 企画政策課 

（２） 企業・各団体・地域・行政における方針決定への女性の参画促進 

具体的な取組 担当課 

企業への女性の管理職登用促進についての情報提供と啓発 企画政策課 

地域の防災活動における女性登用の促進 危機管理課 

行政協力員への女性の登用促進 企画政策課 

市役所における女性管理職育成に向けた計画的な取り組み 総務課 
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基本的施策３ 

ワーク・ライフ・バランスの実現を可能にする環境の整備 

[現状と課題】 

少子高齢化や人口減少といった問題に直面している現状の中で、経済社会の活性化を推進して

いくためには、働きたい人が働くことのできる社会づくりが重要となります。しかしながら、女性の

労働力率は M 字カーブとなっており働く意欲を持った子育て世代が十分に働くことができない現

状が少なからずあることが実情であり、このような世代が経済活動に積極的に参加できないのは、

本市にとっても大きな損失といえます。 

子育て世代の力を地域の経済活動に活かしていくためには、男性または事業者の意識改革も必

要です。２０２５年御前崎市「男女共同参画に関するアンケート」では、男性の育児休業・介護休業に

ついて「男性も育児休業や介護休業を取ることは賛成だが、無理してまで取る必要はないと思う」と

考える人が４割程度おり、各種休業制度がその目的を十分に果たしていない状況にあります。 

子育て世代が、個々の価値観で仕事、家庭、地域生活の調和を図り、充実した生き方ができるた

めの環境を整えることが必要です。 

 

〈育児休業・介護休業の取得についての考え(単一回答)〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：２０２５年度御前崎市「男女共同参画に関するアンケート」 

 

〈育児休業や介護休業を利用する男性が少ない理由(複数回答)〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：２０２５年度御前崎市「男女共同参画に関するアンケート」 
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[成果指標】 

項目 
現状 中間目標値 目標値 

２０２５年度 ２０２９年度 ２０３３年度 

放課後児童クラブ支援員の人

数 
４４人 ４５人 ４６人 

放課後児童クラブの利用を希

望するが利用できない児童数 
０人 ０人 ０人 

ワーク・ライフ・バランスが実

現していると感じる人の割合 

52.2％ 

(2025 年市民意識調査

アンケート) 

55％ ６０％ 

 

[具体的施策の方向性】 

（１） 職場・家庭・地域におけるワーク・ライフ・バランスの推進 

具体的な取組 担当課 

ワーク・ライフ・バランスに関する啓発 企画政策課 

（２） 仕事と生活の両立のための制度・環境の整備 

具体的な取組 担当課 

ワーク・ライフ・バランスに関する講座の実施 企画政策課 

市役所における各種休業制度の導入・周知・促進 総務課 

市役所における働き方改革と女性活躍を推進する管理職の育成（再掲） 総務課 
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基本的施策４ 

男女双方の視点に立った防災活動の推進 

[現状と課題】 

東日本大震災をはじめ、地震、台風、火山の噴火といった大きな災害における経験や教訓を踏ま

え、地域住民が主体となって行う自助・共助の重要性が改めて認識されています。特に高齢者や妊

産婦、子ども、障がいのある人など、性別や様々な立場の人の視点を取り入れた災害対策を考える

必要があります。 

現状をみると、２０２５年現在の防災会議に占める女性委員の割合について、御前崎市は 13.4%

で、県内の他の市町よりも高い水準となっていますが、対策を考える上で女性の視点を十分に反映

するには心もとない状況となっています。 

２０２５年御前崎市「男女共同参画に関するアンケート」によると、性別や様々な立場の人のニーズ

をくみ取った避難所運営に必要なこととして、「避難所の運営や運営方針の決定において、男性と女

性がともに参加すること」、「備蓄品について、女性や要援護者の視点を入れる」、「防災活動や訓練

の際には男性と女性がともに参加し、性別にとらわれずさまざまな役割をこなす」、「男性と女性そ

れぞれの視点を取り入れた避難所運営マニュアルの作成」など、男女双方の視点に立った防災活動

を求める人の割合が高くなっています。 

 

〈避難所運営に必要だと思うこと(複数回答)〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：２０２５年度御前崎市「男女共同参画に関するアンケート」   
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[成果指標】 

項目 
現状 中間目標値 目標値 

２０２５年度 ２０２９年度 ２０３３年度 

自主防災組織の各班において、

男女双方が配置されている割

合 

75.8% ７７% ８０% 

自主防災組織等における女性

の視点を取り入れた備蓄品配

備の実施割合 

70.0% ９０% １００% 

 

[具体的施策の方向性】 

（１） 男女双方の視点に立った防災対策の構築 

具体的な取組 担当課 

地域の防災活動における女性登用の促進(再掲) 危機管理課 

固定的な性別役割分担にとらわれない防災訓練の実施 危機管理課 

男女共同参画の視点に立った防災の啓発や情報提供 危機管理課 

（２） 男女が共に支え合う避難所運営の推進 

具体的な取組 担当課 

男女の均衡のとれた避難所運営体制の推進 危機管理課 

女性の視点を取り入れた備蓄品等の配備の促進 危機管理課 

女性の視点を取り入れたマニュアルの見直しの推進 危機管理課 
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基本的施策５ 

DV をはじめとするジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶 

[現状と課題】 

DV(ドメスティック・バイオレンス)やセクハラ(セクシャル・ハラスメント)などのジェンダーに基づ

く暴力は、重大な人権侵害で社会問題として認識されてきています。 

２０２５年御前崎市「男女共同参画に関するアンケート」では、暴力を経験したり、見聞きしたと回

答した人の割合は少なくなっていますが、依然としてジェンダーに基づく暴力が潜在している状況

にあります。このため、DV をはじめとするジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶に向けた対策を

行っていかなくてはなりません。 

２０２４年「第３次御前崎市総合計画策定に関する市民アンケート」によると、「困ったときに相談で

きる人が地域にいる」と回答した人は４割程度であり、２割あまりの人は相談できる人がいない状況

であることが伺えます。ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶に向けて、教育・啓発を進めるとと

もに相談体制を充実するなど、関係機関との連携を図り問題解決を支援する体制づくりが必要です。 

 

〈過去１年間にドメスティック・バイオレンスを経験したり、見聞きしたりしたこと (複数回答)〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：２０２５年度御前崎市「男女共同参画に関するアンケート」 

 

〈困ったときに相談できる人が地域にいる(単一回答)〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：2024 年度「第３次御前崎市総合計画策定に関する市民アンケート」 
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[成果指標】 

項目 
現状 中間目標値 目標値 

２０２５年度 ２０２９年度 ２０３３年度 

DV に関する講座において、

開催後に DV への理解が深ま

ったと答えた人の割合 

100％ 100% 100％ 

 

[具体的施策の方向性】 

（１） DV やジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶に向けた啓発の推進と相談
体制の整備 

具体的な取組 担当課 

女性相談支援員による相談の実施 福祉課 

DV 防止啓発活動の実施 福祉課 

（２） ハラスメントの防止対策の充実 

具体的な取組 担当課 

ハラスメント防止への意識啓発 企画政策課 

市役所におけるハラスメント防止意識の啓発と研修会の実施 総務課 
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基本的施策６ 

生活上様々な困難を抱える人への支援と多様性を尊重する地域づくり 

[現状と課題】 

高齢者の単身世帯やひとり親世帯の増加、さらに非正規雇用者の増加といった背景から、生活に

多様な困難を抱える人々が増加しており、これが将来的な社会問題として深刻化しています。特に

女性や高齢者、障がい者は、生計を支えるための十分な収入を得ることが男性に比べて難しい状況

にあり、単身やひとり親となった場合には貧困に陥るリスクが高いといえます。 

2024 年に実施された「第 3 次御前崎市総合計画策定に関する市民アンケート」では、「老若男女

誰もが活躍しやすい雰囲気があるか」という問いに対し、約半数の市民が「あてはまらない」と回答

しており、女性や高齢者、障がい者などが活躍しにくい環境が依然として残っている現状がうかが

えます。また、貧困の問題は世代間で連鎖する深刻な課題として存在しています。 

こうした状況を踏まえ、生活上様々な困難を抱える人が安心して暮らせる支援や、世代間の貧困

連鎖を断ち切るためのひとり親家庭への包括的な支援が一層求められています。 

 

〈年齢階級別非正規雇用者の割合(静岡県)〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査（２０２０年） 

 

〈誰もが（老若男女）が活躍しやすい雰囲気がある(単一回答)〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：2024 年度「第３次御前崎市総合計画策定に関する市民アンケート」   
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[成果指標】 

項目 
現状 中間目標値 目標値 

２０２５年度 ２０２９年度 ２０３３年度 

障がい者や高齢者にやさしい 

まちだと思う人の割合 

29％ 

 (2025 年市民意識調査

アンケート) 

31％ 35％ 

自立相談支援事業による就労

支援を受け、就労につながった

割合 

87.0％ 91% 91% 

 

[具体的施策の方向性】 

（１） ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)への支援 

具体的な取組 担当課 

母子父子寡婦福祉資金の貸付・自立支援給付金の支給 こども未来課 

ひとり親家庭への医療費助成 こども未来課 

児童扶養手当の支給 こども未来課 

（２） 高齢者や障がいのある人が自立して生活ができるための支援 

具体的な取組 担当課 

地域包括支緩センターによる総合相談支援の実施 高齢者支援課 

障がいのある人に対する相談支援 福祉課 

（３） 様々な困難を抱える人への支援 

具体的な取組 担当課 

生活困窮家庭に対する相談支援 福祉課 

外国人住民への生活支援の充実 企画政策課 
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基本的施策７ 

性に関する理解促進と男女に対する健康支援 

[現状と課題】 

男女共同参画社会の形成には、男女がお互いの身体の特徴を理解し合い、思いやりをもって生き

ていくことが前提となります。１９９４年にカイロで開催された国際人口開発会議では、リプロダクテ

ィブ・ヘルス／ライツという概念が提唱され、現在では、セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライ

ツ（SRHR：性と生殖に関する健康と権利）の考え方のもと、女性の生涯を通じた健康を支援するた

めの総合的な対策が求められています。 

近年、晩婚化・晩産化の進行やライフスタイルの多様化に伴い、妊娠・出産に関するリスクや不妊症

の増加が社会課題となっているほか、若年層における生活習慣の乱れは、将来の妊娠や胎児の健康

に影響を及ぼす可能性が指摘されています。一方で、学校や家庭における性教育は依然として不十

分であり、ライフデザインに関する理解が不足していることが課題となっています。また、LGBTQ+

を含む性の多様性への理解促進も重要であり、すべての人が自分らしい性と健康を保てる環境づく

りが求められています。 

こうした背景をふまえ、生涯を通じた男女の健康を支援する SRHR（性と生殖に関する健康と権

利）の重要性が高まっており、その中で、妊娠前からの健康管理を促すプレコンセプションケア（妊娠

を希望するか否かにかかわらず、将来の妊娠や健康に備えるためのケア）の考え方に留意する必要

があります。性や健康に関する包括的な教育を充実し、自分の健康を守り育てる意識を醸成してい

くことについて、これまで以上に積極的に支援していくことが求められます。 

 

〈悩みや不安を感じていること(複数回答)〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：2024 年度御前崎市「市民意識調査」 
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[成果指標】 

項目 
現状 中間目標値 目標値 

２０２５年度 ２０２９年度 ２０３３年度 

がん検診の受診率（胃・肺・婦人

科・大腸） 
14.4% 18.4% 21.1% 

包括的性教育の実施回数 ４回 ６回 ６回 

 

 

[具体的施策の方向性】 

（１） 性差とライフステージに応じた健康支援 

具体的な取組 担当課 

妊婦健康診査費助成事業の実施 こども未来課 

各種がん検診、健康診査の実施 健康づくり課 

健康相談、健康講座の実施 健康づくり課 

（２） 性や妊娠・出産等に関する理解促進と支援 

具体的な取組 担当課 

性教育の充実 学校教育課 

SRHR やプレコンセプションケアの視点を取り入れた包括的性教育の実施 こども未来課 

性の多様性に対する理解促進 企画政策課   
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基本的施策８ 

男女が共に担う子育てと介護への支援 

[現状と課題】 

男女がともに社会のあらゆる分野に参画するためには、家庭生活においても男女がお互いに協

力していくことが必要です。しかしながら、依然として家事や育児などの負担が女性に偏っているの

が現状です。 

２０２５年御前崎市「男女共同参画に関するアンケート」によると、家庭生活において男性が優遇さ

れていると答えている人が約半数にのぼっています。具体的に家庭内の役割分担についてたずねた

ところ、掃除、洗濯、食事の支度などの家事については、約８割の人が妻中心で行っていると回答し

ており、さらに日々の家計の管理、育児や子どものしつけ、園・学校行事やＰＴＡへの参加についても

妻中心と答えた人が多数となっています。このようなことからも、女性が抱える家庭内の負担の大

きさがうかがえます。 

このような現状を改善し、男女が共に暮らしやすい社会を実現するためには、男性が家事や育児、

介護といった家庭生活への積極的な参画を進めることに加え、子育てや介護を地域全体で支援する

体制づくりが一層求められています。 

 

〈家庭生活の役割分担についての現状(各単一回答)〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：２０２５年度御前崎市「男女共同参画に関するアンケート」   
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[成果指標】 

項目 
現状 中間目標値 目標値 

２０２５年度 ２０２９年度 ２０３３年度 

妊娠８か月面談の父親参加人率 ― 10％ 15％ 

居宅介護・地域密着型サービス 

受給者数の割合 
78％ 82％ 86％ 

家庭教育支援事業参加者の満

足度 

75％ 

（2024 年度アンケート） 
83% 90% 

 

[具体的施策の方向性】 

（１） 家事・育児・介護への男性の参画促進 

具体的な取組 担当課 

男性の育児参加の促進 こども未来課 

（２） 多様なニーズに対応した子育て支援策の充実 

具体的な取組 担当課 

地域で家庭教育支援を行う場の充実 社会教育課 

（３） 多様なニーズに対応した介護予防支援の充実 

具体的な取組 担当課 

介護予防の担い手の確保 高齢者支援課 

介護予防の推進 高齢者支援課 

多様なニーズに対応できる地域づくり 高齢者支援課   
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基本的施策９ 

人権の尊重と男女共同参画の意識を高める学習機会の充実 

[現状と課題】 

２０２５年御前崎市「男女共同参画に関するアンケート」によると、男女共同参画や女性の活躍を推

進していくために必要だと思う行政の取組として、４割程度の人が「男女平等を推進するための意

識啓発」と回答しています。また、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を推進するための意

識啓発」は３割、「女性の学習の場の充実、女性リーダーの養成」や「学校教育の場で、男女平等や相

互理解のための学習の充実」は２割程度の人が必要と回答しています。 

このような市民の要望を踏まえ、地域全体で男女共同参画の理念を広げていくためには、学校、

家庭、地域、職場など、それぞれの分野で男女共同参画を推進する教育の充実を図ることが必要で

す。特に将来を担う子どもたちへの教育としても、学校における道徳教育やキャリア教育などを通し

て、男女共同参画意識の醸成や性別にとらわれず多様な選択を可能にする進路指導を充実していく

ことが大切です。 

一方で、固定的な役割分担の意識は、今なお多くの人々の心の中に根強く残っており、男女共同

参画社会を形成する上での阻害要因となっています・ 

これからも男女共同参画社会の実現を進め、次世代へとつなげていくためには、一人ひとりへの

意識啓発や、市民全体の意識を高める学習の機会を充実させていくことが求められています。 

 

〈男女共同参画や女性の活躍を推進していくために必要だと思う行政の取組(複数回答)〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：２０２５年度御前崎市「男女共同参画に関するアンケート」   
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[成果指標】 

項目 
現状 中間目標値 目標値 

２０２５年度 ２０２９年度 ２０３３年度 

人権意識の向上率 

48.0% 

(2025 年市民意識調査

アンケート) 

50% 55% 

「夫は外で働き、妻は家庭を守

るべきである」という固定的

な性別役割分担意識にとらわ

れない人の割合 

68.0% 

(2025 年男女共同参画

市民アンケート) 

70% 75% 

 

[具体的施策の方向性】 

（１） 男女の人権尊重に関する啓発及び教育の充実 

具体的な取組 担当課 

男女の人権の尊重に関する啓発活動の実施 
福祉課 

企画政策課 

男女共同参面の視点に関する道徳教育の充実 学校教育課 

キャリア教育の推進 学校教育課 

（２） 学校、家庭、職場、地域などあらゆる場における男女共同参画意識の向上 

具体的な取組 担当課 

知識や技能を持った市民の地域での活動の支援 社会教育課 

固定観念にとらわれない男女共同参画の理解の促進 企画政策課 
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第４章 計画の推進 

 

計画を着実に実施し、男女共同参画の推進を実効性のあるものにするため、次のような体制を整

えます。 

１ 計画を推進する体制 

(１) 男女共同参画庁内推進委員会・検討会 

御前崎市の男女共同参画に関する施策に係る関係機関との関連施策の総合調整を図り、施策の

着実な実施による計画の総合的な推進を図ります。また、検討会では計画の進捗状況を自己評価し、

計画の推進に必要な学習、研究、市民への啓発等を行います。 

(2)男女共同参画推進市民会議 

御前崎市の男女共同参画の推進に関する施策及び重要事項を調査・審議します。施策の着実な実

施による計画の総合的な推進を図ります。 

(3)国・県等関係機関との連携 

男女共同参画の実施に向けて、国・県等関係機関との連携に務めます。 

(4)男女共同参画に関する職員研修 

男女共同参画の視点を養う職員研修(市の関係団体も含め)を実施します。 

 

２ 計画の進捗状況の点検・評価・公表 

計画の進捗状況を点検・評価するため、毎年進捗状況調査を実施し、「男女共同参画推進市民会

議」において、計画の進捗状況を評価します。また、点検・評価の結果を公表します。   
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参考資料 

１ 第４次男女共同参画行動計画の策定体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 第４次男女共同参画行動計画の策定経過 

年月日 会議等・内容 

令和 7 年 6 月５日～ 

令和 7 年 6 月 30 日 

男女共同参画に関する市民アンケートの実施 

 調査対象：御前崎市内に在住する満 18 歳以上の方 

 調査方法：郵送配布、郵送または WEB 回収 

 発送数：1,000 票 

 回収状況：319 票（郵送回収 241 票、WEB 回収 78 票、有効回収率 31.9％） 

令和 7 年 11 月 4 日 
第 1 回御前崎市男女共同参画庁内推進委員会 

 ・第 4 次御前崎市男女共同参画行動計画について 

令和 7 年 11 月 18 日 

第 1 回御前崎市男女共同参画庁内推進委員会検討会 

 ・第 4 次御前崎市男女共同参画行動計画策定に係る個別ヒアリングの実施 

  （具体的施策、成果指標等の設定について） 

令和 7 年 12 月 24 日 

第 1 回御前崎市男女共同参画行動計画策定委員会 及び 

第 2 回御前崎市男女共同参画庁内推進委員会検討会 

 ・第 4 次御前崎市男女共同参画行動計画（案）について 

令和 8 年 1 月 23 日～ 

令和 8 年 2 月 22 日 

市民意見公募 

「第 4 次御前崎市男女共同参画行動計画」（案）に対するパブリックコメントの実施 

令和 8 年 3 月２日 
第 2 回御前崎市男女共同参画庁内推進委員会 

 ・第 4 次御前崎市男女共同参画行動計画（案）について 

令和 8 年 3 月中旬 
第 2 回御前崎市男女共同参画行動計画策定委員会（書面開催） 

 ・第 4 次御前崎市男女共同参画行動計画（案）について 

市民 計画策定機関 市役所 

市長 

事務局（企画政策課） 

報告 

運営 

提案・報告 

提案・報告 

最終調整 
承認 

市民アンケート 

女性人材バンク 

「やまももネット」 

登録者 

策定委員会 

委員長 
副委員長 
委員 
 学識経験者、企業代表 

 防災関係、教育委員 

 学校長、女性代表 

 やまももネット登録者 

 女性相談員等 

８名 

庁内推進委員会 

委員長   ：副市長 
副委員長 ：教育長 
委員    ：部  長 

検討会 

（市役所内関係部署） 

男女共同参画に 

関する市民活動団体 



 

31 

 

３ 第４次男女共同参画行動計画策定委員会の名簿 

 氏名 役職等 備考 

１ 委員長 犬塚協太 学識経験者 静岡県立大学国際関係学部教授  

２ 副委員長 落合美恵子 防災関係 
御前崎災害支援ネットワーク代表 

やまももネット登録者  

３ 委員 竹田和世 教育委員 
御前崎市教育委員会委員 

やまももネット登録者  

４ 委員 田代久美子 学校長 御前崎市立御前崎小学校長  

５ 委員 有海国広 企業代表 
男女共同参画社会づくり宣言事業所 

平成 30 年度ふじのくに子育てに優しい企業  

６ 委員 杉山優一 企業代表 
男女共同参画社会づくり宣言事業所 

令和元年度ふじのくに子育てに優しい企業  

７ 委員 山口てるみ 女性代表 
男女共同参画推進市民活動団体 

フリージア副会長  

８ 委員 河原﨑睦美 女性相談員 元こども園長 
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４ 用語解説 

【 あ行 】 

well-being（ウェルビーイング） 

Well（よい）と Being（状態）が組み合わさった言葉で、心身ともに満たされた状態を表す概念で

す。単に病気がない・健康であるというだけでなく、健康や幸福という概念を包括的に捉えた意味を

持っています。 

M 字カーブ 

日本の女性の労働力率(労働力人口/15 歳以上の人口)を年齢階級別にグラフ化したとき、３０歳

代を谷とし、２０歳代後半と４０歳代後半が山になるアルファベットの M のような形になることをい

います。これは、結婚や出産を機に労働市場から退出する女性が多く、子育てが一段落すると再び

労働市場に参入するという特徴があるためです。 

L 字カーブ 

日本の女性の正規雇用比率（正社員（正職員）数/15 歳以上の人口）を年齢階級別にグラフ化した

とき、20 代をピークに右肩下がりに低下し、アルファベットの L のような形になることをいいます。

これは、30代以降はパートタイマーや派遣社員などの非正規雇用で働く人が中心になっているとい

う特徴があるためです。 

【 さ行 】 

ジェンダー 

「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別があるほか、

社会通念や慣習など社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女

性の別を「社会的・文化的に形成された性別」をジェンダーといいます。 

女性活躍推進法 

国・地方公共団体、３０１人以上の労働者を雇用する事業主が、①自社の女性の活躍状況の把握・

課題分析、②行動計画の策定・届出、③情報公表などを行うよう定められた法律です。採用者や管理

職に占める女性の比率や勤続年数の男女差などを把握し、数値目標を含めた計画の策定や公表が

求められています。なお、労働者が３００人以下の場合は努力義務となっています。 

セクシャル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ(SRHR：性と生殖に関する健康・
権利) 

性や妊娠・出産など生殖に関わるすべてにおいて、単に病気がないだけではなく、身体的、精神的、

社会的に完全に良好な状態であることを指します。産む・産まない、いつ・何人子どもを持つかなど、

生殖に関することを自分で決める権利で、そのために必要な情報やサービスを得られることも含ん

だ考え方です。リプロダクティブ・ヘルス／ライツという概念は、1994 年にエジプト・カイロで開催

された国際人口開発会議で提唱されました。 

 



 

33 

 

セクシュアル・ハラスメント(セクハラ) 

職場において、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、身体への不必要な接触な

ど、意に反する性的な言動が行われ、拒否したことで不利益を受けたり、職場の環境が不快なもの

となったりすることをいいます。 

【 た行 】 

男性中心型労働慣行 

年功的な処遇、男性正社員を前提とした長時間労働、既婚女性の家計補助的な非正規雇用などを

特徴とする働き方のことです。 

DV(ドメスティック・バイオレンス) 

直訳すると「家庭内暴力」ですが、一般的には、配偶者や交際相手など親密な関係にある(または

あった)相手からの暴力の意味で使われます。殴ったり蹴ったりするなど「身体的暴力」のほか、心無

い言動によって相手の心を傷つける「精神的暴力」、生活費を渡さない等の「経済的暴力」、性的行為

を強要する「性的暴力」が含まれます。 

【 は行 】 

プレコンセプションケア 

将来の妊娠や出産を考える前から、自身の健康を整えておくことを目的とした包括的なヘルスケ

アのことをいいます。「preconception（妊娠前）」と「care（ケア）」を組み合わせた言葉であり、妊

娠や出産を含めたライフデザインを考え、将来の健康を考えて健康管理を行うことを目的としてい

ます。 

ポジティブ・アクション(積極的改善措置) 

様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、必要な範囲内におい

て、男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供するものであり、個々の状況

に応じて実施していくものです。 

国における例としては、国の審議会等委員への女性の登用のための目標の設定や、女性国家公務

員の探用・登用の促進等が実施されています。 

【 わ行 】 

ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の謂和) 

「仕事」と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった「仕事以外の生活」との調和をとり、そ

の両方を充実させる働き方・生き方のことです。 

働き方についての考えは人によって異なりますし、子育て期や中高年期といった人生の各段階に

応じても変わってきます。それぞれの人の置かれた状況に応じて、仕事と生活のバランスをとれる

ようにすることがワーク・ライフ・バランスの目指す姿です。   
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５ 関係法令 

男女共同参画社会基本法 

（平成十一年六月二十三日 法律第七十八号） 改正 平成十一年七月十六日 法律第百二号 

    平成十一年十二月二十二日 法律第百六十号 

    令和七年六月二十七日 法律第八十号 

  

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国

際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきた

が、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が

国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女

が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に

かかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる

男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を

二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付

け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を

明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共

団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総

合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経

済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現す

ることの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に

関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民

の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の基本となる事項を定めることによ

り、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進

することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成

員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政

治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することがで

き、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格

差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか

一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての

尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱い

を受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が

確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨

として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会におけ

る制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反

映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でな

い影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻

害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会にお

ける制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対 

して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮

されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等

な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又

は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参

画する機会が確保されることを旨として、行われなければ

ならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女

が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介

護その他の家庭生活における活動について家族の一員と

しての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を

行うことができるようにすることを旨として、行われなけれ

ばならない。 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会におけ

る取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共

同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければ

ならない。 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画

社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策

定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参

画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及び

その他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を

策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあ

らゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画

社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置そ

の他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成

の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策についての報告を提出しなければならな

い。 

2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形

成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、こ

れを国会に提出しなければならない。 
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第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同

参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女

共同参画基本計画」という。）を定めなければならない。 

2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定め

るものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項 

3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男

女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めな

ければならない。 

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があった

ときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなけれ

ばならない。 

5 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につい

て準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、

当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府

県男女共同参画計画」という。）を定めなければならない。 

2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について

定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項 

3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共

同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本

的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定

めるように努めなければならない。 

4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又

は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施す

るに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなけれ

ばならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基

本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講

じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響

を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のため

に必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女

共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害

された場合における被害者の救済を図るために必要な措

置を講じなければならない。 

 

（連携及び協働の促進） 

第十八条 国及び地方公共団体は、国、地方公共団体、男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を

行う民間の団体その他の関係者が相互に連携と協働を図

ることにより男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の効果的な推進が図られることに鑑み、これらの者の間

における協議の促進その他の関係者相互間の連携と協働

を促進するために必要な施策を講ずるように努めるものと

する。 

２ 地方公共団体は、前項の関係者相互間の連携と協働を促

進するために必要な施策を推進するための拠点としての

機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するように

努めるものとする。 

（人材の確保等） 

第十八条の二 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の策定及び実施に関する業務

並びに民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策に関する活動に従事する人材の確保、養成

及び資質の向上に必要な施策を講ずるように努めるものと

する。 

（調査研究） 

第十八条の三 国は、社会における制度又は慣行が男女共

同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他

の国及び地方公共団体の男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の策定及び実施に資する調査研究を推進

するように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第十九条 国は、前三条に定めるもののほか、地方公共団体

が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

及び民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策に関する活動を支援するため、助言、情報の提

供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第二十条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の

下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交

換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互

協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるよう

に努めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」とい

う。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定

する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大

臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議

すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要がある

と認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意

見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同

参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認

めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を

述べること。 
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（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって

組織する。 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

2 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大

臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者

のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

2 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の

十分の五未満であってはならない。 

3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員

の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であ

ってはならない。 

4 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とす

る。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

2 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要

があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又

は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、

説明その他必要な協力を求めることができる。 

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要がある

と認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、

必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議

員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で

定める。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七

号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設

置法（以下「旧審議会設置法」という。）第一条の規定によ

り置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の

規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続す

るものとする。 

2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項

の規定により任命された男女共同参画審議会の委員であ

る者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規

定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。こ

の場合において、その任命されたものとみなされる者の任

期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審

議会設置法第四条第二項の規定により任命された男女共

同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期

間とする。 

 

3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項

の規定により定められた男女共同参画審議会の会長であ

る者又は同条第三項の規定により指名された委員である

者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第二十四条第一

項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第

三項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員と

して指名されたものとみなす。 

 

附 則 （平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十

一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二

十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げ

る従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員

である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会

長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の

規定にかかわらず、その日に満了する。 

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この

法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定

める。 

 

附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三

年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 

 

附 則 （令和七年六月二十七日法律第八十号） 

（施行期日） 

１ この法律は、独立行政法人男女共同参画機構法（令和七

年法律第七十九号）の施行の日から施行する。 

ただし、第一条及び次項の規定は、公布の日から施行す

る。 

（政令への委任） 

２ この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 



 

37 

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

（平成二十七年法律第六十四号） 令和元年 6 月 5 日法律第 24 号 

  

第 1 章 総則 

（目的） 

第 1 条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を

営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発

揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業

生活における活躍」という。）が一層重要となっていること

に鑑み、男女共同参画社会基本法（平成 11 年法律第 78

号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍

の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公

共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方

針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活におけ

る活躍を推進するための支援措置等について定めること

により、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に

推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子

高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情

勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現するこ

とを目的とする。 

（基本原則） 

第 2 条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活

における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの

意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対

する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その

他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用

を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した

職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対し

て及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮

できるようにすることを旨として、行われなければならな

い。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む

女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に

関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその

他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏

まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の

協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活

における活動について家族の一員としての役割を円滑に

果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環

境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑

かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われな

ければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性

の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊

重されるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第 3 条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業

生活における活躍の推進についての基本原則（次条及び

第 5 条第 1 項において「基本原則」という。）にのっとり、女

性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を

策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第 4 条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇

用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機

会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生

活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよ

う努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の 

 

職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなけ

ればならない。 

 

第 2 章 基本方針等 

（基本方針） 

第 5 条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施

するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する

基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならな

い。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとす

る。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な

方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関

する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措

置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の

整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活

躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を

求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があった

ときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第 6 条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の

区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策についての計画（以下この条において「都道府県

推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められてい

るときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して、

当該市町村の区域内における女性の職業生活における活

躍の推進に関する施策についての計画（次項において「市

町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村

推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

 

第 3 章 事業主行動計画等 

第 1 節 事業主行動計画策定指針 

第 7 条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事

業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方

針に即して、次条第 1 項に規定する一般事業主行動計画

及び第 19 条第 1 項に規定する特定事業主行動計画（次

項において「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関す

る指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定め

なければならない。 
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２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項に

つき、事業主行動計画の指針となるべきものを定めるもの

とする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内

容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行

動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

 

第 2 節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第8条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業

主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が300人

を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般

事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以

下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚

生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したと

きも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実

施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第 1 項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を

定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定め

るところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割

合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理

的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の

その事業における女性の職業生活における活躍に関する

状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進する

ために改善すべき事情について分析した上で、その結果を

勘案して、これを定めなければならない。この場合におい

て、前項第 2 号の目標については、採用する労働者に占め

る女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小

の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女

性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなけ

ればならない。 

４ 第 1 項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を

定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところ

により、これを労働者に周知させるための措置を講じなけ

ればならない。 

５ 第 1 項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を

定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところ

により、これを公表しなければならない。 

６ 第 1 項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に

基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定

められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が 300

人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一

般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところ

により、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならな

い。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第 3 項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業

主行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、 

第 4 項から第 6 項までの規定は前項に規定する一般事業

主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合につ

いて、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第 9 条 厚生労働大臣は、前条第 1 項又は第 7 項の規定に

よる届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働

省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該

取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生

労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を

行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第 10 条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般

事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供する物、

商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信

その他の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第 14 条第

1 項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める

表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項

の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 

（認定の取消し） 

第 11 条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のい

ずれかに該当するときは、第 9 条の認定を取り消すことが

できる。 

一 第 9 条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第 9 条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第 12 条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基

づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に

ついて、女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に

基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定めら

れた目標を達成したこと、雇用の分野における男女の均等

な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律

第 113 号）第 13 条の 2 に規定する業務を担当する者及

び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律（平成 3 年法律第 76 号）第 29 条に

規定する業務を担当する者を選任していること、当該女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状

況が特に優良なものであることその他の厚生労働省令で

定める基準に適合するものである旨の認定を行うことがで

きる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第 13 条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定

一般事業主」という。）については、第 8 条第 1 項及び第 7

項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところに

より、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければなら

ない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第 14 条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣

の定める表示を付することができる。 

２ 第 10 条第 2 項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第 15 条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各

号のいずれかに該当するときは、第 12 条の認定を取り消

すことができる。 
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一 第 11 条の規定により第 9 条の認定を取り消すとき。 

二 第 12 条に規定する基準に適合しなくなったと認めると

き。 

三 第 13 条第 2 項の規定による公表をせず、又は虚偽の公

表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づ

く命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第 12 条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第 16 条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主

（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が 300

人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）

が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者

の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事

業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定

法（昭和 22 年法律第 141 号）第 36 条第 1 項及び第 3

項の規定は、当該構成員である中小事業主については、

適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事

業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により

設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省

令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又

は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件

に該当するものに限る。）のうち、その構成員である中小事

業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助

を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣

が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令

で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定す

る基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を

取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第 1 項に規定する募集に従事し

ようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募

集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関

する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に

届け出なければならない。 

５ 職業安定法第 37 条第 2 項の規定は前項の規定による

届出があった場合について、同法第 5 条の 3 第 1 項及び

第 4 項、第 5 条の 4、第 39 条、第 41 条第 2 項、第 42

条第 1 項、第 42 条の 2、第 48 条の 3 第 1 項、第 48 条

の 4、第 50 条第 1 項及び第 2 項並びに第 51 条の規定

は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する

者について、同法第 40 条の規定は同項の規定による届出

をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与に

ついて、同法第 50 条第 3 項及び第 4 項の規定はこの項

において準用する同条第 2 項に規定する職権を行う場合

について、それぞれ準用する。この場合において、同法第

37 条第 2 項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるの

は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第

16 条第 4 項の規定による届出をして労働者の募集に従事

しようとする者」と、同法第 41 条第 2 項中「当該労働者の

募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と

読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第 36 条第 2 項及び第 42 条の 3 の規定の

適用については、同法第 36 条第 2 項中「前項の」とある

のは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させよう

とする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法

第 42 条の 3 中「第 39 条に規定する募集受託者」とある 

のは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（平成 27 年法律第 64 号）第 16 条第 4 項の規定による

届出をして労働者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第 2 項の

相談及び援助の実施状況について報告を求めることがで

きる。 

第 17 条 公共職業安定所は、前条第 4 項の規定による届出

をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対

して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供

し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法につい

て指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施

を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第 18 条 国は、第 8 条第 1 項若しくは第 7 項の規定により

一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又は

これらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般

事業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又

は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施される

ように相談その他の援助の実施に努めるものとする。 

 

第 3 節 特定事業主行動計画 

第 19 条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれ

らの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」とい

う。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定

指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施

する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に

関する計画をいう。以下この条において同じ。）を定めなけ

ればならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実

施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更し

ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用し

た職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の

差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める

女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性

の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の

職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情

について分析した上で、その結果を勘案して、これを定め

なければならない。この場合において、前項第 2 号の目標

については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女

の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的

地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を

用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を

講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計

画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施

するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達

成するよう努めなければならない。 
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第 4 節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第 20 条 第 8 条第 1 項に規定する一般事業主は、厚生労

働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営も

うとする女性の職業選択に資するよう、その事業における

女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を

定期的に公表しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する

職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に

資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第 8 条第 7 項に規定する一般事業主は、厚生労働省令

で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする

女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職

業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少

なくともいずれか一方を定期的に公表するよう努めなけれ

ばならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第 21 条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職

業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資する

よう、その事務及び事業における女性の職業生活における

活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければ

ならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生

活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資

する勤務環境の整備に関する実績 

 

第 4 章 女性の職業生活における活躍を推進するための

支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第 22 条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するた

め、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進す

るため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営

もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談

に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その

他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部

を、その事務を適切に実施することができるものとして内

閣府令で定める基準に適合する者に委託することができ

る。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該

事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関

して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第 23 条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の

措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第 24 条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資す

るため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他の

特別の法律によって設立された法人であって政令で定め

るものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適

正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般

事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状

況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

の実施の状況が優良な一般事業主（次項において「認定一 

 

般事業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要

な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等

の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するよう

に努めるものとする。 

（啓発活動） 

第 25 条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における

活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、そ

の協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第 26 条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に資するよう、国内外における女性の職業生活にお

ける活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理

及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第 27 条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生

活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及

び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」

という。）は、第 22 条第 1 項の規定により国が講ずる措置

及び同条第 2 項の規定により地方公共団体が講ずる措置

に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進

に有用な情報を活用することにより、当該区域において女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的

かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構

成される協議会（以下「協議会」という。）を組織することが

できる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区

域内において第 22 条第 3 項の規定による事務の委託が

されている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構

成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるとき

は、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることがで

きる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項に

おいて「関係機関等」という。）が相互の連絡を図ることに

より、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を

共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域

の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣

府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならな

い。 

（秘密保持義務） 

第 28 条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に

従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関し

て知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第 29 条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運

営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第 5 章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第 30 条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があ

ると認めるときは、第 8 条第 1 項に規定する一般事業主又

は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同

条第 7 項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又

は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 
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（公表） 

第 31 条 厚生労働大臣は、第 20 条第 1 項の規定による公

表をせず、若しくは虚偽の公表をした第 8 条第 1 項に規定

する一般事業主又は第 20 条第 2 項に規定する情報に関

し虚偽の公表をした認定一般事業主若しくは特例認定一

般事業主である第 8 条第 7 項に規定する一般事業主に対

し、前条の規定による勧告をした場合において、当該勧告

を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表す

ることができる。 

（権限の委任） 

第 32 条 第 8 条、第 9 条、第 11 条、第 12 条、第 15 条、第

16 条、第 30 条及び前条に規定する厚生労働大臣の権限

は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道

府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第 33 条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施の

ため必要な事項は、政令で定める。 

 

第 6 章 罰則 

第 34 条 第 16 条第 5 項において準用する職業安定法第

41 条第 2 項の規定による業務の停止の命令に違反して、

労働者の募集に従事した者は、1 年以下の懲役又は 100

万円以下の罰金に処する。 

第 35 条 次の各号のいずれかに該当する者は、1 年以下の

懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。 

一 第 22 条第 4 項の規定に違反して秘密を漏らした者 

二 第 28 条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第 36 条 次の各号のいずれかに該当する者は、6 月以下の

懲役又は 30 万円以下の罰金に処する。 

一 第 16 条第 4 項の規定による届出をしないで、労働者の

募集に従事した者 

二 第 16 条第 5 項において準用する職業安定法第 37 条

第 2 項の規定による指示に従わなかった者 

三 第 16 条第 5 項において準用する職業安定法第 39 条

又は第 40 条の規定に違反した者 

第 37 条 次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円以

下の罰金に処する。 

一 第 10 条第 2 項（第 14 条第 2 項において準用する場合

を含む。）の規定に違反した者 

二 第 16 条第 5 項において準用する職業安定法第 50 条

第 1 項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

三 第 16 条第 5 項において準用する職業安定法第 50 条

第 2 項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若

しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽

の陳述をした者 

四 第 16 条第 5 項において準用する職業安定法第 51 条第

1 項の規定に違反して秘密を漏らした者 

第 38 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用

人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第

34 条、第 36 条又は前条の違反行為をしたときは、行為

者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰

金刑を科する。 

第 39 条 第 30 条の規定による報告をせず、又は虚偽の報

告をした者は、20 万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

第 1 条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第 3 章

（第 7 条を除く。）、第 5 章（第 28 条を除く。）及び第 6 章

（第 30 条を除く。）の規定並びに附則第 5 条の規定は、平

成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

（この法律の失効） 

第 2 条 この法律は、平成 38 年 3 月 31 日限り、その効力

を失う。 

２ 第 22 条第 3 項の規定による委託に係る事務に従事して

いた者の当該事務に関して知り得た秘密については、同条

第 4 項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定

にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有

する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り

得た秘密については、第 28 条の規定（同条に係る罰則を

含む。）は、第 1 項の規定にかかわらず、同項に規定する日

後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用につい

ては、この法律は、第 1 項の規定にかかわらず、同項に規

定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第 3 条 前条第 2 項から第 4 項までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第 4 条 政府は、この法律の施行後 3 年を経過した場合にお

いて、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認め

るときは、この法律の規定について検討を加え、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則（平成 29 年 3 月 31 日法律第 14 号） 

（施行期日） 

第 1 条 この法律は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。 

一 第 1 条中雇用保険法第 64 条の次に一条を加える改正

規定及び附則第 35 条の規定 公布の日 

二・三 略 

四 第 2 条中雇用保険法第 10 条の 4 第 2 項、第 58 条第

1 項、第 60 条の 2 第 4 項、第 76 条第 2 項及び第 79

条の 2 並びに附則第 11 条の 2 第 1 項の改正規定並びに

同条第 3 項の改正規定（「百分の五十を」を「百分の八十

を」に改める部分に限る。）、第 4 条の規定並びに第 7 条中

育児・介護休業法第 53 条第 5 項及び第 6 項並びに第 64

条の改正規定並びに附則第 5 条から第 8 条まで及び第

10 条の規定、附則第 13 条中国家公務員退職手当法（昭

和 28 年法律第 182 号）第 10 条第 10 項第 5 号の改正

規定、附則第 14 条第 2 項及び第 17 条の規定、附則第

18 条（次号に掲げる規定を除く。）の規定、附則第 19 条中

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和 46 年法

律第 68 号）第 38 条第 3 項の改正規定（「第 4 条第 8

項」を「第 4 条第 9 項」に改める部分に限る。）、附則第 20

条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和 51

年法律第 33 号）第 30 条第 1 項の表第 4 条第 8 項の

項、第 32 条の 11 から第 32 条の 15 まで、第 32 条の 16

第 1 項及び第 51 条の項及び第 48 条の 3 及び第 48 条

の 4 第 1 項の項の改正規定、附則第 21 条、第 22 条、第

26 条から第 28 条まで及び第 32 条の規定並びに附則第

33 条（次号に掲げる規定を除く。）の規定 平成 30 年 1

月 1 日 
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（罰則に関する経過措置） 

第 34 条 この法律（附則第 1 条第 4 号に掲げる規定にあっ

ては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第 35 条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行

に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 

附 則（令和元年 6 月 5 日法律第 24 号） 

（施行期日） 

第 1 条 この法律は、公布の日から起算して 1 年を超えない

範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次

の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。 

一 第 3 条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用

の安定及び職業生活の充実等に関する法律第 4 条の改正

規定並びに次条及び附則第 6 条の規定 公布の日 

二 第 2 条の規定 公布の日から起算して 3 年を超えない

範囲内において政令で定める日 

（罰則に関する経過措置） 

第 5 条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第 6 条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関

して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第 7 条 政府は、この法律の施行後 5 年を経過した場合にお

いて、この法律による改正後の規定の施行の状況について

検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ

いて所要の措置を講ずるものとする。 

 

附則（令和四年三月三一日法律第一二号） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

（政令への委任） 

第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行

に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 

附則（令和四年六月一七日法律第六八号） 

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

 

附則（令和七年六月一一日法律第六三号） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超え

ない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

（政令への委任） 

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関

して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第八条の二 政府は、特定受託事業者（特定受託事業者に係

る取引の適正化等に関する法律（令和五年法律第二十五号）

第二条第一項に規定する特定受託事業者をいう。以下この

条において同じ。）が受けた業務委託（同法第二条第三項に

規定する業務委託をいう。）に係る業務において行われる顧

客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該業務に関係

を有する者の言動であって、当該特定受託事業者に係る特

定受託業務従事者（同条第二項に規定する特定受託業務従

事者をいう。以下この条において同じ。）が従事する業務の性

質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超

えたものにより当該特定受託業務従事者の就業環境が害さ

れることのないようにするための施策について検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置

を講ずるものとする。 

   



 

43 

 

静岡県男女共同参画推進条例 

（平成 13 年７月 24 日条例第 46 号） 改正 平成 19 年３月 20 日条例第 42 号 

  

男女の人権が性別にかかわりなく尊重され、かつ、少子高

齢化の進行、情報化や国際化の進展など社会経済情勢の変

化に対応できる真に豊かで活力ある社会に向けて、男女共

同参画社会の実現は、21 世紀の最重要課題であるととも

に、私たちすべての願いである。 

静岡県では、県民の協力を得て男女共同参画の推進に関

する様々な施策を実施してきたが、職場、学校、地域、家庭な

ど社会のあらゆる分野において、根強く残る性別による固定

的な役割分担意識とそれに基づく社会慣行の是正や政策及

び方針の決定過程への女性の参画促進などの取組をより一

層進めていく必要がある。 

このため、私たちは、互いにその個人としての尊厳を重ん

じ、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思により社

会のあらゆる分野における活動に参画し、共に責任を分かち

合う男女共同参画社会の実現に向けて、県、市町及び県民

の連携、協働の下に、その取組を力強く推進することを決意

して、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画社会基本法（平成 11 年法

律第 78 号）に規定する基本理念にのっとり、男女共同参

画の推進に関し、県及び県民の責務を明らかにするととも

に、県の基本的施策を定め、これを総合的かつ計画的に推

進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において「男女共同参画」とは、男女が、性

別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮する機会が

確保されることにより、社会の対等な構成員として自らの

意思により職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆ

る分野における活動に参画し、共に責任を担うことをいう。 

２ この条例において「積極的格差改善措置」とは、前項に規

定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範

囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積

極的に提供することをいう。 

（県の責務） 

第３条 県は、男女共同参画の推進に関する施策（積極的格

差改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び

実施する責務を有する。 

２ 県は、市町が実施する男女共同参画の推進に関する施策

及び県民が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援

するため、情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。 

３ 県は、第１項に規定する施策を総合的に策定し、及び実施

するために必要な体制を整備するとともに、財政上の措置

を講ずるよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（県民の責務） 

第４条 県民は、性別による差別的取扱いをしないこと、男女

の固定的な役割分担意識に基づく制度及び慣行を見直す

ことその他の取組により男女共同参画を推進するととも

に、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協

力するよう努めなければならない。 

２ 県民は、男女間の暴力及びセクシュアル・ハラスメント（性

的な言動により相手方を不快にさせその者の生活環境を

害すること又は性的な言動に対する相手方の対応によりそ

の者に不利益を与えることをいう。以下同じ。）を根絶する

よう努めなければならない。 

３ 県民は、情報を公表するに当たっては、性別による差別、

男女間の暴力及びセクシュアル・ハラスメントを助長する表

現を用いないことを旨としなければならない。 

（民間の団体の責務） 

第５条 民間の団体（事業者を含む。以下同じ。）は、前条に規

定するもののほか、次に掲げる事項を行うよう努めなけれ

ばならない。 

(1) 当該団体における方針の決定過程に男女が共同して参

画する機会を確保すること（積極的格差改善措置を含

む。）。 

(2) 当該団体を構成する男女が、当該団体における活動と

家庭生活その他の分野における活動とを両立して行うこと

ができるよう配慮すること。 

 

第２章 男女共同参画の推進に関する総合的対策 

（基本的施策） 

第６条 県は、男女共同参画を推進するため、次に掲げる基

本的施策を実施するものとする。 

(1) 男女の固定的な役割分担意識に基づく制度及び慣行の

見直し並びに男女が共に社会に参画するための意識の改

革を進めること。 

(2) 男女の人権の尊重及び男女平等の推進に関する学校

教育その他の教育を充実すること。 

(3) 県及び市町における政策の決定過程並びに民間の団体

における方針の決定過程への女性の参画の拡大を促進す

ること。 

(4) 家族を構成する男女が、互いに協力し、子の養育、家族

の介護等について家族の一員としての役割を円滑に果た

すことができるよう、社会環境の整備を進めること。 

(5) 職場における男女の均等な機会及び待遇の確保、男女

の職業生活と家庭生活その他の生活との両立の支援並び

に多様な働き方が可能となる就業環境の整備を進めるこ

と。 

(6) 男女が、共に国際社会及び地域社会の一員として、

様々な活動に参画することができるよう支援すること。 

(7) 男女間の暴力及びセクシュアル・ハラスメントを根絶す

るよう積極的な対応を図ること。 

(8) 産む性としての女性が、自ら健康の保持及び増進を図

ることができるよう支援すること。 

(9) その他男女共同参画を推進するために必要な施策 
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（基本計画の策定） 

第７条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的

かつ計画的に実施するため、男女共同参画基本計画（以

下「基本計画」という。）を策定するものとする。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関

する施策の大綱 

(2) 男女共同参画の推進に関する施策を計画的に実施する

ために必要な目標数値 

(3) 前２号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関

する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事

項 

３ 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ広

く県民の意見を聴くとともに、静岡県男女共同参画会議に

意見を求めるものとする。 

４ 知事は、基本計画を策定したときは、これを公表しなけれ

ばならない。 

５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（年次報告） 

第８条 知事は、毎年、男女共同参画の状況及び男女共同参

画の推進に関する施策の実施状況について報告書を作成

し、これを公表するものとする。 

（広報活動） 

第９条 知事は、男女共同参画に関する県民の理解を深める

ために必要な広報活動を行うものとする。 

（男女共同参画の日） 

第 10 条 県は、県民の間に広く男女共同参画についての関

心と理解を深めるとともに、積極的に男女共同参画の推進

に関する活動を行う意欲を高めるため、男女共同参画の

日を設ける。 

２ 男女共同参画の日は、７月 30 日とする。 

３ 知事は、男女共同参画の推進に関する取組を積極的に行

っているものの顕彰その他の男女共同参画の日の趣旨に

ふさわしい事業を実施するものとする。 

（苦情又は相談の申出の処理） 

第 11 条 知事は、県が実施する男女共同参画の推進に関す

る施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認

められる施策又は性別による差別的取扱いその他男女共

同参画の推進を阻害する要因による人権の侵害に関する

県民からの苦情又は相談の申出に対して、関係機関と協

力して適切な処理を行うものとする。 

２ 知事は、前項の申出を処理する職員を置くものとする。 

（民間の団体の協力） 

第 12 条 知事は、男女共同参画の推進に関し必要があると

認めるときは、民間の団体に対し、男女共同参画に関する

取組状況について資料の提出その他の協力を求めること

ができる。 

（調査研究） 

第 13 条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策を策定

し、及び実施するため、必要な調査研究を行うものとする。 

第３章 静岡県男女共同参画会議 

（設置及び所掌事務） 

第 14 条 県に、静岡県男女共同参画会議（以下「参画会議」

という。）を置く。 

２ 参画会議は、次に掲げる事務を行う。 

(1) 基本計画に関し、第７条第３項に規定する意見を述べる

こと。 

(2) 知事の諮問に応じ、基本的かつ総合的な男女共同参画

の推進に関する施策及び重要事項を調査審議すること。 

(3) 県の男女共同参画の推進に関する施策の実施状況及

び第 11 条第１項に規定する県民からの苦情又は相談の申

出に対する処理について、知事に意見を述べること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、男女共同参画に関する重

要事項について、知事に意見を述べること。 

（組織及び委員） 

第 15 条 参画会議は、知事が任命する委員 20 人以内で組

織する。 

２ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の 10 分

の４未満とならないものとする。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（委任） 

第 16 条 この章に定めるもののほか、参画会議に関し必要な

事項は、知事が定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 19 年３月 20 日条例第 42 号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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